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ドローンビジネスの可能性

世界で12兆円の規模に拡大！
pwcによる調査



「小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会」第9回配布資料2-1より

空の産業革命に向けた総合的な検討	検討項目案	

○更なる安全確保のための飛行ルール等に関する検討事項案	

・機体の登録・識別等（運航管理のあり方と併せて議論）	
・事故の調査と分析	
・有人機と無人機、無人機同士の衝突回避ルール等	

○その他の検討事項案	

・被害者救済（自動飛行する小型無人機の事故責任と保険）	
・小型無人機の飛行と土地の所有権の関係	
・プライバシー保護	
・サイバーセキュリティ	
・いわゆるドローンハイウェイ構想	

官民協議会検討事項より



小型無人機に係る環境整備に向けた官民協議会第9回配布資料2-2より

官民協議会検討事項より



経産省「空飛ぶクルマ」構想

経済産業省ホームページより



ドバイでの実証実験

EHANGホームページより



空飛ぶクルマ - EHANG(広州)

EHANGホームページより



第3回	空の移動革命に向けた官民協議会資料より

空の移動革命に向けた官民協議会資料より



空の移動革命に向けた官民協議会資料より

空の移動革命に向けた官民協議会非公式資料より



プライバシー侵害・騒音に対する反応(米)



土地の所有権は、法令の制限内において、その土
地の上下に及ぶ。
有人航空機は航空法において公共性を謳われてい
るため、この条項は適用されないが(特別法の優位
性)無人航空機に関しては公共性を謳うのは無理が
あり、また地上や水面の近くを飛行するなど地権
者に対する影響は非常に大きいことから依然とし
てこの条項は有効であると解釈される。

民法207条の記述

※海外事例としても、イギリス発祥で”Air	rights”が存在する。



空中権に関する売却事例



世界中の空を利用可能にする

発想の転換：「第三者を関係者へ」



ビジネスモデル：上空権のシェアエコ
ドローン航行のための上空使用権のシェアを促進し、手数料を収益化

空撮・点検・物流等、様々な用途で



損害保険 ライセンス 国交省許可

顧問弁護士 
(明倫国際弁護士事務所)

sora:shareのリスクマネジメント



自治体協定（佐賀県小城市）

（今後の予定）2019年度には全国展開



自治体のメリット1(管理のデジタル化)

ユーザの予約・情報管理(利用料無料)	

自治体所有地上空のガバナンス強化



自治体のメリット2(観光客誘致)

SNSで空から地域の魅力発信	

観光客による域内消費



自治体のメリット3(防災・捜索ドローン活用)

民間協力者(ドローンユーザ)の視覚化	

職員の飛行訓練の推進



自治体のメリット4(産業誘致と社会受容性の向上)

企業によるドローン利活用の推進	
上空シェアのメリットによる民間理解

第1号法人ユーザ	

NEXCO西日本佐賀事務所様
Win	-	Winな関係	

空の収益化安心して飛行



コミュニティ(sora:shareアンバサダー)
定期ミーティングを開催し、ユーザコミュニティを形成。

聖域でのドローン飛行テスト(協力：添田町、英彦山神宮）



インバウンド向けドローン観光の可能性

Webサイト:アドリンクより引用



環境整備の一翼を担う”sora:share”

機体開発 
・メーカー 
・ファンド

航行安全管理 
・UTM 
・DIPS

「社会受容性の向上」を目的に、 
“社会実装”の実証実験、リビングラボを増やす。

ルール整備



国際事業展開ステップ

1)自治体の協力を得て、sora:shareカルチャーを広げコミュニティを生成。	

2)インバウンド旅行者に対応、各地の空域を確保。	

3)各国にパートナーを置き、ルール整理、空域ドメイン管理。	

　各空域をつなぎ、空の道を構築する。物流や移送に使用。

Phase1(2019) Phase2(2020) Phase3(2021~)

(User)	
コアコミュニティ	
sora:share	school	
(戦略)	

自治体連携	
防災・観光貢献

(User)	
インバウンド対応	
(戦略)	

空域DB整備	

各言語対応

(User)	
世界中でCtoC	

(戦略)	

空の道構想	
各国にパートナー



https://www.sorashare.com/


